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8月25日 １ 主要地方道岩泉平井賀普代線の改良促進について
　主要地方道岩泉平井賀普代線の本村普代橋から黒
崎間は、地形・地質が悪く法面崩落が多発し、非常
に危険な箇所が連続しております。

　本路線は小・中学生の通学路線でもあり、産業の
振興や広域的な観光連携にも重要な路線であり、早
期に危険解消が図られるよう、普代橋から普代浜ト
ンネル間の災害防除事業の促進と歩道整備について
要望いたします。
　また、太田名部トンネルから黒崎トンネル間は、
波浪時に通行できなくなる状況にありますので、消
波対策工事への早期着工についても併せて要望いた
します。

　なお、昨年の台風第 19 号の際にも、山側山腹部
からの大量の土砂の流失があり、現在も集水桝の土
砂溜まりには巨石が混在した土 砂が堆積し、斜面に
も巨石交じりの土砂が堆積しておりますので、 関係
部連携の下、これらへの対策事業について調査・検
討を行っていただくとともに、早急に対策を実施い
ただきますよう、強く要望いたします。

１　普代橋から普代浜トンネル間の災害防除事業の
促進
 　普代橋から普代浜トンネル間の災害防除事業につ
いては、詳細設計に基づき、令和３年度は、用地測
量を実施する予定であり、引き続き防災対策を進め
ていきます。（A)

２　普代橋から普代浜トンネル間の歩道整備
　歩道整備については、県内各地から多くの要望が
あり、必要性、緊急性を考慮しながら整備を進めて
いるところであり、御要望の普代橋から普代トンネ
ル間については、早期の整備は難しい状況ですが、
交通量の推移や公共事業の予算の動向等を見極めな
がら総合的に判断していきます。（C)

３　太田名部（おおたなべ）トンネルから黒崎トン
ネル間の消波対策工事
　太田名部トンネルから黒崎トンネル間の越波対策
については、昨年度詳細設計が完了したところで
す。現在は、普代橋から普代トンネル間の防災対策
を優先的に進めているところですが、本区間の工事
着手に向けて、引き続き取り組んでいきます。（A)

４　山腹から流出した土砂の堆積
　太田名部トンネルから黒崎トンネル間の山腹から
流出した土砂の堆積については、今後、現地状況の
詳細な調査を行うなど、貴村及び関係機関と連携し
て対応を検討していきます。（B）
　

県北広域
振興局

土木部 Ａ：２
Ｂ：１
Ｃ：１



8月25日 ２ 一般県道普代小屋瀬線の改良について
　一般県道普代小屋瀬線の本村内、茂市地区（年内
渡橋）と普代元村（国道45号）間2.5キロメートル
は、一部の一次改良に止まっており、自動車交通の
みに依存する沿線住民から生活に密着する国道アク
セス路線として、早急な整備が強く求められており
ます。

　特にも、東日本大震災の経験から、本路線が住民
の避難はもとより、災害対応の拠点となる後方支援
広場や役場・消防分署・医科診療所などに直通する
路線として、災害発生時にも円滑な通行の確保が求
められておりますし、平時においても、下閉伊北部
３町村を結ぶ広域基幹農道（しもへいグリーンロー
ド）とも連絡することから、地域内交流や広域観光
の推進などにも重要な路線となっております。

　本年度から現地測量及び詳細設計に着手いただく
予定とお聞きしておりますが、改良工事の実施につ
きましても早急に着工いただきますよう、強く要望
いたします。

〇一般県道普代小屋瀬線〔茂市（年内渡橋（ねんな
いわたり）橋）～普代（国道45号）〕

　御要望の区間のうち、国道45号から1.7ｋｍについ
て、今年度から現地測量及び詳細設計に着手しまし
た。
　改良工事については、詳細設計等の状況を踏ま
え、早期着手に向けて取り組んでいきます。（A)

県北広域
振興局

土木部 Ａ：１



8月25日 ３ 主要地方道岩泉平井賀普代線・三陸沿岸道路普代
インターチェンジ付近の改良について
　三陸沿岸道路（普代道路）は、津波浸水域を回避
したルート設定となっており、災害時でも安全・安
心な通行が可能であり、「いのちの道」としての機
能・効果が大いに発揮されているところでありま
す。

　一方、その普代道路に接続する、主要地方道岩泉
平井賀普代線の普代インター付近から普代村役場間
は、大雨時には度々冠水しており、平成28年の台風
第10号や昨年の台風第19号の際にも通行できず、車
での避難などに大きな支障が生じたところでありま
す。

　つきましては、水路の改修工事等による冠水対策
を実施し、災害等が発生した際にも安全に車での避
難ができるよう、早急な対策について要望いたしま
す。

　平成28年の台風第10号時における御要望箇所の主
な被災原因は、普代川沢山橋付近から溢れた水が村
道を流れてきたことによるものであることから、村
道そして普代インター方面へ水が流れ込まないよう
に、普代川沢山橋上の河川災害復旧工事を実施し、
平成31年３月に完成したところです。(A)
 また普代川の沢山橋から下流区間については台風第
10号の出水状況を踏まえた浸水原因の検証と対策検
討を平成30年度から継続して行っているところです
が、まずは今年度、台風第19号による土砂堆積の状
況を踏まえて、堆積土砂の除去工事を実施している
ところです。(B)

  令和元年の台風第19号時の冠水の原因は、内水に
よるものと想定されることから、主要地方道岩泉平
井賀普代線の排水処理を含め、貴村と連携して対応
を検討していきます。(B)

県北広域
振興局

土木部 Ａ：１
Ｂ：２



8月25日 ４ 普代の沢砂防堰堤の早期完成及び既設砂防・治山
施設の強靭化等について
　昨年の10月12日から13日にかけての台風第19号の
通過に伴い、本村では、24時間雨量437.0ミリ・最大
１時間降水量95.0ミリと、統計開始以来１位を更新
し、記録的短時間大雨情報が初めて発令されるな
ど、観測史上最大の豪雨となりました。

　住宅関係の被害は、全壊１棟・大規模半壊６棟・
半壊33棟・準半壊６棟・他77棟の123棟の被害があっ
たところです。
　特に、砂防堰堤が計画されております普代の沢の
下流地区では全壊・大規模半壊被害が集中的に発生
しており、砂防堰堤の整備が緊急課題であります。

　近年の台風は、これまでの想定を超える規模で通
過することが多く、昨年のような規模の台風がいつ
また来るかと、当該地区の住民は大変心配してお
り、地区懇談会等において早期の着工・完成につい
て強い要望が出されております。

　つきましては、普代の沢地区砂防堰堤の早期着
工・完成と併せまして、既設砂防・治山施設の土
砂・流木等堆積物の撤去及び今後の災害への対応と
しての、堤体のかさ上げ、流木捕捉のための鋼製枠
の設置等につきまして、お取組みいただきますよ
う、強く要望いたします。

　普代の沢地区砂防事業については、平成26年度に
事業着手し、今年度から工事に着手したところであ
り、早期完成に向け整備を進めていきます。（Ａ）

　令和元年の台風19号で被災した既設治山施設につ
いては、復旧に取り組み、完成したところであり、
その他の既設治山施設は、貴村から情報も提供して
いただきながら、必要性、緊急性等を考慮し、対応
を検討していきます。（Ｂ）

　また、既設砂防堰堤の土砂・流木等堆積物の撤去
については、令和３年度に沢川砂防堰堤において実
施する予定としております。堤体の嵩上げ・流木捕
捉工の設置については、現地調査結果を踏まえ、必
要な対策について検討していきます。（Ａ）

県北広域
振興局

土木部、
林務部

Ａ：２
Ｂ：１



8月25日 ５ 二級河川普代川・茂市川の河川水門（樋管等）の
整備について
　昨年の台風第19号では、上区・旭日区で河川水門
（樋管等）の効果が十分に発揮されなかったことに
より、住家等で床上・床下浸水被害が数多く発生し
ております。
　これは、両地区においての、河道の整備、施設の
改良が大きく遅れていることによるものでありま
す。

　地区住民の方々は、台風・大雨の度に浸水被害を
被り、その復旧に苦労しているところであり、フ
ラップゲートの設置・改修等は喫緊の課題となって
おります。
　村としましても、昨年の台風災害による被害の教
訓から、これまでの対応では、人命を守りきれない
事態が発生するとの反省に立ち、排水ポンプの設置
も視野に排水対策の検討を進めているところであり
ます。

　つきましては、河川水門（樋管等）の改善・整備
とともに、村の排水対策事業へご協力をいただきま
すよう、要望いたします。

　県が管理する河川水門・樋門については、定期点
検業務委託や河川パトロールにより適宜状況把握を
行っているところであり、老朽化などにより不具合
等が発生している箇所については、予算の範囲内で
優先度を鑑みながら計画的に補修対応を行っていま
す。
　また、昨年の台風第19号では、河道内に土砂が堆
積したことにより、水門・樋門が機能しなかったと
考えられることから、堆積土砂の撤去工事を順次発
注して進めているところです。
　今後も現地の状況を確認しながら河川の適切な維
持管理を行いつつ、河川水門（樋門等）の改善・整
備と貴村の排水対策事業との連携について、検討す
ることとします。（Ｂ）

県北広域
振興局

土木部 Ｂ：1



8月25日 　県内の自然公園施設は、老朽化や自然災害の影響
により、修繕や再整備が必要な箇所が多く、県では
財政的な制約もあることから、緊急性及び利用者の
安全性を勘案して優先順位を定め、計画的な整備を
進めているところです。
　貴村では、国立公園利用拠点滞在環境等上質化事
業により、くろさき荘旧別館を撤去した上で、跡地
の活用等に取り組まれると承知しており、県として
は、その取組が円滑に推進されるよう、跡地活用策
に係る必要な助言等を行うとともに、黒崎園地内の
照明施設の修繕など県管理施設の再整備に努めてい
きます。（Ｂ）

　また、陸中黒埼灯台のバリアフリー化等について
は、国立公園の管理者である環境省との事業内容に
係る協議等を行うとともに、現地の状況を十分に確
認しながら、県として可能な支援に努めていきま
す。（Ｂ）

県北広域
振興局

経営企画
部、保健
福祉環境
部

Ｂ：２６ 黒崎園地周辺のバリアフリー化と施設整備につい
て
　三陸復興国立公園に位置する本村には、景勝地が
多くあり、とりわけ黒崎園地周辺は本村観光の拠点
となっております。
　昨年は、この園地内の日本の灯台50選に選定され
ている「陸中黒埼灯台」が「恋する灯台」にも認定
され、灯台ファンの入込み拡大に期待をした取り組
みも進めているところであります。
　また、近年のキャンプブームにより黒崎野営場の
利用者も増加し、更に、昨年、全線開通した「みち
のく潮風トレイル」は、国内外のハイカーが多く訪
れ、黒崎園地の利用が増加してきてもおります。

　これら施設を活かし、三陸海岸の観光地として魅
力を高め復興に繋げるためには、国立公園の適正な
維持管理が必要であります。老朽化が著しく改修が
必要な箇所については、早急な改修を行うととも
に、急峻な地形に整備された展望台等
への新たなアクセスルートの整備により、高齢者等
にも安全・安心に利用いただく整備が必要でありま
す。
　本村では、このような状況を踏まえ環境省の「国
立公園利用拠点滞在環境等上質化事業」を活用した
整備を進めております。

　つきましては、景勝地に相応しい拠点となるよ
う、下記についてご支援賜りますよう要望いたしま
す。

１　国立公園利用拠点滞在環境等上質化事業の推進
及び黒崎野営場の一体的再整備
２　陸中黒埼灯台を観光資源として活用するための
環境整備、安全対策及び展望台施設のバリアフリー
化に対する支援


